
【記入上の留意点】

①　住所は，登記簿の記載どおりの住所を記入してください。

②　機関の名称は，登記簿記載の正式な名称を記入してください。

　　

③　成分検査を実施しない場合は，成分検査の文字を二重線で抹消してください。

④　・登録検査機関として種類を変更する場合は，その種類を記入してください。
　　 ・変更箇所に下線を付してください。
　　 ・（）内には追加または削除の別を記入してください。

　　
　

　　

変更登録の記載（種類の追加） 

様式第１－３号 

（第１面） 

地域登録検査機関の変更登録申請書 

 

                            年  月  日 

 

  茨城県知事 殿 

              住   所 ○○県○○市１丁目〇番地○号① 

              名   称 株式会社 ○〇 ② 

              代表者氏名 代表取締役 〇〇 〇〇  

                      ↑役職名を必ず記載 

 

 農産物検査法の規定に基づき、地域登録検査機関の変更登録を受けたいので

申請します。 

 

名  称 

② 

株式会社 ○〇 

 

 

 

名 称 

 

所 在 地 

 

電話番号 

 

主たる事務所 

 

 

 

 

 

 

 

 

従たる事務所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録の区分 

 

品 位 等 検 査 

③ 

成分検査 

 

農産物の種類 

④ 国内産そば（追加） 

 

 

 

 

農産物検査法第17条第３項各号のいずれかに該当する事実の有無 

 

 

 

 

 

 

 備 考 

 

 

 

 

 注）変更箇所に下線を引くこと。  

申請先が茨城県知事であるこ

とを確認してください。  



【記入上の留意点】

⑤　変更する種類に関わらず登録検査機関として検査を行う予定のすべての種類の
　　検査見込数量を記入してください。

⑥　変更する種類に関わらず登録検査機関に所属するすべての農産物検査員を記入してください。

⑦　・追加する種類に該当する検査器具等を記入してください。
　　 ・種類を追加する場合は，（）内に種類名を記入してください。
　　 ・申請書に添付する機械器具等の写真は，「機械器具等の名称」欄に記載したすべての機材
　　　の写真です。

変更登録の記載例  

 

 

 

（第２面の１）国内産農産物に係る品位等検査を行おうとする者 

 

１年間に行おうとする農産物検査の検査見込数量 

 

農産物検査を行おうとする区域 

 

種 類 

 

包装の有無 

 

検査見込数量 

茨城県 ⑤ 

 

 

 

⑤  

国内産玄米 

国内産小麦 

国内産そば 

⑤ 

有 

無 

無 

⑤ 

300トン 

150トン 

5トン 

 

農産物検査員 

⑥ 

  氏  名 

 

 

住      所 

 

 

検査を行う 

農産物の種類 

 

検査を行う 

区域 

○○ ○○ 

○○ ○○ 

○○ ○○ 

○○県… 

○○県… 

○○県… 

玄米，小麦，そば 

玄米，小麦 

玄米 

茨城県 

茨城県 

茨城県 

 

機械器具その他の設備の整備状況 

 

事務所又は検査場所等の

名称 

 

機械器具等の名

称 

 

数 

 

所有又は賃借の別 

△△支店   

 

 

 

 

穀刺（そば）⑦ 

カルトン（そば） 

はかり（そば） 

常圧加熱乾燥法

使用機材等（そば

） 

ふるい（そば） 

穀粒容積重計（そ

ば） 

2 

20 

1 

 

2 

2 

2 

 

所有（玄米と共用） 

所有（玄米と共用） 

所有（玄米と共用） 

 

所有（小麦と共用） 

所有 

所有 

 

 

農産物検査を行 

おうとする区域 

 

事務所の名称 

  

 

第 2 面の 1 は，国内産農産物の品位等検査用  

第 2 面の 2 は，外国産農産物の品位等検査用  

第 2 面の 3 は，成分検査用  



【記入上の留意点】

⑧　茨城県の収入証紙3万円をこの台紙に貼らず提出してください。
　　県収入証紙の購入場所は茨城県のホームページで確認できます。

（第３面） ⑧  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茨城県収入証紙  

はり付け欄  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


